
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
三
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
さ
さ
え
ー
る 

訪
問
看
護
リ
ハ
ビ
リ

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

カ

ル
ナ 

つ
く
し
薬
局 

お
が
わ
ま
ち
薬
局 

セ
キ
薬
局 

春
日
部

緑
町
店 

セ
キ
薬
局 

春
日
部

大
沼
店 

入
間
市
駅
前
ビ
ル
デ

ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク 

や
ま
ぐ
ち
歯
科
医
院 

名 
 

称 

合
同
会
社
Ｓ
ｕ
ｐ

ｐ
ｏ
ｒ
ｔ 

Ｌ
ｉ

ｆ
ｅ 

株
式
会
社
Ａ
Ｓ
Ｓ

Ｅ
Ｔ 

Ａ
Ｔ
株
式
会
社 

株
式
会
社
エ
ス
シ

ー
グ
ル
ー
プ 

株
式
会
社
セ
キ
薬

品 株
式
会
社
セ
キ
薬

品 医
療
法
人
福
吉
会 

山
口 

陽
平 

開 

設 

者 

名 

新
座
市
野
寺
五
―
三
―
三
七
サ
ニ

ー
プ
レ
ス
キ
ャ
ッ
ス
ル
Ａ
一
〇
二 

飯
能
市
美
杉
台
三
―
一
七
―
一

美
杉
台
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
一
〇
一 

児
玉
郡
上
里
町
三
町
七
六
一
―

一 比
企
郡
小
川
町
大
塚
三
二
―
七 

春
日
部
市
緑
町
六
―
三
―
二
四 

春
日
部
市
大
沼
三
―
一
一
八 

入
間
市
河
原
町
一
―
三
入
間
市

駅
前
ビ
ル
二
〇
四
号
室 

鴻
巣
市
宮
前
二
八
八
―
一 

所 
 

在 
 

地 

令
和
二
年
八
月

一
日 

令
和
三
年
三
月

一
日 

令
和
三
年
三
月

一
日 

令
和
三
年
二
月

一
日 

令
和
三
年
三
月

一
日 

令
和
三
年
三
月

一
日 

令
和
三
年
三
月

一
日 

令
和
三
年
三
月

一
日 

指

定

年

月

日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

 

訪
問
ナ
ー
ス
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ダ
レ
タ
メ 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
あ
や
め
蓮
田 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
か
え
で
桶
川 

株
式
会
社
ダ
レ
タ

メ 株
式
会
社
フ
ァ
ー

ス
ト
ナ
ー
ス 

株
式
会
社
ア
ク
テ

ィ
群
馬 

幸
手
市
幸
手
五
三
五
二
―
二 

蓮
田
市
蓮
田
一
―
一
六
九
ヴ
ィ
ラ

エ
ト
ワ
ー
ル
一
〇
二
号
室 

桶
川
市
坂
田
西
三
―
三
五
―
六 

令
和
三
年
一
月

一
日 

令
和
三
年
三
月

一
日 

令
和
三
年
三
月

一
日 

松
沢 

幸
美 

川 
 

聡
太

郎 大
柴 

龍 

藤 

修
一 

氏 
 

名 

    

住 

所 

か
ら
だ
元
気
治
療

院 

新
座
・
朝
霞

店 骨
太
郎
接
骨
院 

与
野
名
倉
堂
整
骨

院 プ
ラ
ム
接
骨
院 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

新
座
市
東
北
二
―
二
六
―
二
深

井
ビ
ル
二
〇
一 

戸
田
市
美
女
木
二
―
二
六
―
六 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
上
木
崎
一

―
九
―
一
五
グ
ラ
ン
デ
ュ
オ
南

街
区
一
〇
八
―
一 

入
間
市
東
町
一
―
六
―
七 

所 
 

在 
 

地 

令
和
三
年
三
月

一
日 

令
和
三
年
三
月

一
日 

令
和
三
年
三
月

二
日 

令
和
三
年
二
月

一
日 

指

定

年

月

日 


